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はじめに 

 

「令和３年８月１１日からの大雨」により、武雄市は令和元年８月の「佐賀豪雨」を

上回る被害を出す水害に見舞われました。近年、こうした災害をもたらすような記録的

な大雨や、市民生活に過大な影響を及ぼす高温や干ばつ等の異常気象の背景に地球温暖

化に伴う影響があります。 

国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は本年８月、人間が地球の気候を温暖

化させてきたことに「疑う余地がない」とする報告を公表しました。今後、温暖化が更

に進むことで、その影響も一層深刻になることが懸念され、その対策は喫緊の課題とな

っています。地球温暖化の原因がわたしたちにある以上、わたしたち一人ひとりが地球

温暖化の問題に向き合い、行動することが求められます。 

今回策定した「武雄市ゼロカーボン実行計画」では、地球温暖化の抑制に向け市民、

事業者、行政が一体となり、対策を進めていく上で担う役割と方策を示しています。地

球の資源を大切に使い、持続可能な社会を実現し、将来の世代に安定した地球環境を残

すために必要な取組みとして、これまでも取り組んできたごみの減量化による資源循環

型社会の推進、省エネルギーの推進とあわせ、再生可能エネルギーの導入推進により、

二酸化炭素排出量削減を進めるとともに、森林整備など吸収源対策を挙げています。 

本市は令和２年３月、２０５０年までに温室効果ガス（CO₂）の排出量実質ゼロを目

指す「２０５０年ゼロカーボンシティ in たけお」を宣言いたしました。本計画では、長

期目標として宣言のとおり２０５０年の「脱炭素社会」を目指すとともに、２０３０年

度における温室効果ガス排出量の削減目標達成に向け、さまざまな対策を図って参りま

す。「２０５０年ゼロカーボンシティ in たけお」の実現に向け、そして自然豊かな武雄

市の環境を守り、次の世代に確実に引き継いでいくため、皆様方には一層のご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

終わりになりましたが、本計画策定にあたり、ご尽力いただいた武雄市ゼロカーボン実

行計画策定市民会議の皆様をはじめ、貴重なご意見やご提言をいただいた市民の皆様に

心より感謝を申し上げます。 

 

令和３年１２月 武雄市長 小松 政 

   



  

 

目   次 

 

第１章 基本的事項 

  １．計画策定の背景 …………………………………………………………  ２ 

    （１）世界の動き ………………………………………………………  ２ 

    （２）日本の動き ………………………………………………………  ２ 

    （３）武雄市の動き ……………………………………………………  ３ 

    （４）地球温暖化に関する市民・事業者アンケート ………………  ３ 

  ２．地球温暖化の現状 ………………………………………………………  ４ 

    （１）地球温暖化のメカニズム ………………………………………  ４ 

    （２）地球温暖化の影響について ……………………………………  ５ 

  ３．計画策定の位置づけ、目的 ……………………………………………  ６ 

  ４．計画の期間、区域、対象、基準年度、目標年度 ……………………  ６ 

    （１）計画の期間 ………………………………………………………  ６ 

    （２）対象区域 …………………………………………………………  ６ 

    （３）対象とする温室効果ガス ………………………………………  ６ 

    （４）計画の基準年度及び目標年度 …………………………………  ６ 

 

第２章 武雄市の概要 

  １．位置・地勢 ………………………………………………………………  ８ 

  ２．土地利用状況 ……………………………………………………………  ９ 

  ３．人口・世帯数 ……………………………………………………………  ９ 

  ４．産業 ……………………………………………………………………… １０ 

  ５．廃棄物 …………………………………………………………………… １１ 

  ６．交通 ……………………………………………………………………… １２ 

 

第３章 武雄市の二酸化炭素排出量の現況推計 

１．部門・分野の分類 ……………………………………………………… １４ 

２．武雄市における部門・分野別の二酸化炭素排出量推計 …………… １５ 

３．部門・分野別構成比の比較 …………………………………………… １６ 

４．部門・分野別の構成比 ………………………………………………… １６ 

    （１）産業部門 ………………………………………………………… １６ 

    （２）業務その他部門 ………………………………………………… １６ 

    （３）家庭部門 ………………………………………………………… １７ 

    （４）運輸部門 ………………………………………………………… １７ 

    （５）廃棄物分野 ……………………………………………………… １７ 

 



  

 

 

 

 

第４章 武雄市の二酸化炭素の排出量削減目標 

  １．二酸化炭素排出量の将来推計 ………………………………………… ２０ 

  ２．二酸化炭素排出量の削減目標 ………………………………………… ２０ 

    （１）二酸化炭素排出量削減目標 …………………………………… ２１ 

（２）武雄市における二酸化炭素森林吸収量 ……………………… ２１ 

 

第５章 対策・施策 

  １．武雄市の将来像 ………………………………………………………… ２３ 

  ２．ゼロカーボン実現に向けた施策の体系 ……………………………… ２３ 

    （１）緩和策と適応策 ………………………………………………… ２３ 

    （２）武雄市における緩和策と適応策 ……………………………… ２４ 

  ３．市役所が率先して行う緩和策 ………………………………………… ２５ 

    （１）循環型社会の推進 ……………………………………………… ２５ 

    （２）省エネルギー行動の推進 ……………………………………… ２５ 

    （３）緑があふれるまちづくり ……………………………………… ２５ 

    （４）再生可能エネルギー等の推進 ………………………………… ２５ 

    （５）環境境域・学習の推進 ………………………………………… ２５ 

  ４．市民・事業者が行う具体的緩和策 …………………………………… ２６ 

    （１）循環型社会の推進 ……………………………………………… ２６ 

    （２）省エネルギー行動の推進 ……………………………………… ２７ 

    （３）緑があふれるまちづくり ……………………………………… ２８ 

    （４）再生エネルギー等の推進 ……………………………………… ２８ 

    （５）環境教育・学習の推進 ………………………………………… ２８ 

５．市役所、市民、事業者が行う地球温暖化への適応 ………………… ３０ 

    （１）災害対策 ………………………………………………………… ３０ 

    （２）健康対策 ………………………………………………………… ３０ 

    （３）農林業対策 ……………………………………………………… ３１ 

 

第６章 ゼロカーボン実行計画の推進体制と進ちょく管理 

   １．推進体制 ……………………………………………………………… ３３ 

   ２．進ちょく管理 ………………………………………………………… ３３ 

    （１）二酸化炭素排出量削減目標の達成状況の評価 ……………… ３３ 

    （２）計画の見直し …………………………………………………… ３３

  



  1  

 

第１章 

基本的事項 



  2  

 

第１章 基本的事項 

 

１．計画策定の背景 

（１）世界の動き 

 現在、国内外を問わず地球温暖化の影響による気候変動への対策が加速しています。

2015 年にフランス・パリで開かれた、温室効果ガス削減に関する国際的な取り決めを話

し合う「第 21 回 国連気候変動枠組条約締約国会議（通称：COP２１）」において、全て

の参加国が公平で実効的な 2020 年以降の法的枠組みとして「パリ協定」が採択されま

した。 

これは、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃に

抑える努力をする、そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をこれ以上増

加させず、21 世紀後半には、温室効果ガス排出量と森林などによる吸収量のバランスを

とることを目標としたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日本の動き 

2016 年には我が国においても「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、温室効果ガス

の排出量を 2030 年までに 2013 年度比で 26％削減する目標を掲げました。 

2020 年 10 月には、第 203 回臨時国会の所信表明演説において、当時の菅内閣総理

大臣は「2050 年までに、温室効果ガスの排出量を全体としてゼロにする（※）、2050 年

カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 

（※） CO₂をはじめとする温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いてゼロにするこ

とを意味しています。 

2021 年 4 月、第 45 回地球温暖化対策推進本

部を開催し、2030 年に向けた我が国の気候変動対

策について議論が行われ、「2050 年目標と整合的

で、野心的な目標として、2030 年度に温室効果ガ

スの排出量を2013年度比で46％削減することを

目指す」という我が国の新たな目標を表明しまし

た。 

 

  

2015 年 12 月 第 21 回気候変動枠組条約締約国会議 

令和 3 年 4 月 第 45 回地球温暖化対策推進本部 

 

出典：United Nations Framework Convention on Clemate Change 

写真：首相官邸 HP より 
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（３）武雄市の動き 

武雄市においては、2020 年 3 月、国際社会の一員

として 2050 年までに市内で排出される温室効果ガ

ス（二酸化炭素）の排出量を実質ゼロにすることを実

現するため、市民・事業者が一丸となって取り組んで

いく「2050 年ゼロカーボンシティ in たけお」を宣

言しました。 

 

 

（４）地球温暖化に関する市民・事業者アンケート 

 ア アンケートの概要 

   本計画の策定にあたり、市民や事業者の地球温暖化についての意識や行動の実態を把握

するため、また地球温暖化対策についての意見や提案をしていただくために「地球温暖化に

関するアンケート」を実施しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 配 布 数 回 収 数 回 収 率 

市 民 18,380 世帯 3,964 21.6％ 

事業者 220 事業者 120 54.5％ 

 

  

 調 査 対 象 調 査 方 法 調 査 期 間 

市 民 
市内全世帯 

18,380 世帯 

地元駐在員を介しての戸別配布 

郵送・FAX・メール・各町公民館に

回収ボックス設置 

 

 

令和 3 年 

5 月 1 日～ 

5 月 31 日 
事業者 

市内 220 事業者 

※  業種や所在地

（町別）、業務規模

などにより選考 

郵送配布 

郵送・FAX・メール・回収ボックス

設置 

 調 査 項 目 

市 民 

① 調査対象者の基本的事項 

② 地球温暖化に関する意識等 

③ 家庭における省エネルギーに対する取組等 

④ 地球温暖化に関する影響等について 

⑤ 地球温暖化、ゼロカーボンに向けての意見 

事業者 

① 調査対象事業者の基本的事項 

② 温室効果ガス削減に関する取組状況について 

③ 地球温暖化、ゼロカーボンに向けての意見 

宣言書を掲げる小松市長 
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イ 市民アンケートの調査結果概要 

  ・地球温暖化問題に対する意識 

     地球温暖化問題に対する関心の度合いで分析を行ったところ、「関心がある」「ある程度

関心がある」と答えた世帯は、約 9割と非常に高い数値でしたが、「2050 年ゼロカーボ

ンシティ in たけお」宣言に関しては、回答者の半数を超える世帯が「全く知らなかった」

と回答しました。 

  ・地球温暖化による気候変動による影響について 

     「ゲリラ豪雨などの局地的大雨による自然災害の増加」では７１％が、”とても実感し

ている”と答えました。また「気温の上昇による熱中症の増加」、「暖冬などの季節感の変

化」についての回答が約半数となり、多くの世帯で気候変動について”とても実感してい

る”、”ある程度実感している”と回答しました。 

  ・地球温暖化防止のための施策として、武雄市で効果があると思われるもの 

    一番多かったのは「ごみの減量化の推進」２番目に「省エネ行動、省エネ機器の普及促

進」それから「森林整備など CO₂吸収源対策の推進」「太陽光発電等新エネルギー設備の

普及促進」と続きました。 

  ・地球温暖化対策で実行していること 

     「買い物にエコバックを使用している」については、”いつも行っている”、”時々行っ

ている”と合わせ９３％が回答しています。また「家電を買うときは省エネ性能に注目し

ている」が７０％、空調の設定温度やごみの減量化を挙げる世帯が６割を超えて実行して

いると回答しています。 
 

ウ 事業所アンケートの調査結果概要 

  ・温暖化対策の対応について 

「すでに対応している」は３３％で、具体的な取組みとして「環境マネジメントに参加

している」との回答が多くありましたが、「今は考えていない」と回答した割合が５５％

と半数を超えました。 

  ・効果があると思われる削減対策 

事業活動に直接影響のある自動車や電気について、電気自動車や新エネルギー設備の普

及促進が上位に挙がりました。 
 

２．地球温暖化の現状 

（１）地球温暖化のメカニズム 

    地球は、太陽からの放射エネルギーによって暖められ、熱が宇宙に放出されることによ

り温度のバランスを保っています。地球を取り巻く大気中の温室効果ガス（CO₂、メタン

など）は、太陽からの放射エネルギーをほぼ透過しますが、地表から放出される赤外線放

射を吸収する性質を持っています。もし、大気中に温室効果ガスがなければ、地球の温度

はマイナス 19℃くらいになると言われています。 

    しかし、18世紀半ば頃から始まった産業革命以降、エネルギーを産み出すため化石燃料

の使用量が増え、大気中の二酸化炭素の濃度が増加し、熱の吸収が増えました。その結果、

地表・大気・海水の温度が急激に上昇し始めました。 

これが「地球温暖化」のメカニズムです。 
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（２）地球温暖化の影響について 

  地球温暖化による影響は様々なものがあると言われていますが、私たち市民の日常生活

においても身近な問題となっています。気候変動による本市への影響は、基幹産業である第

1 次産業（農業）への影響はさることながら、令和元年 8 月の豪雨災害、令和 3 年 8 月

11 日からの大雨による災害のような、私たちの生命や財産を脅かす災害が今後も起こりう

る「気候危機」と言える状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：地球温暖化防止活動推進センター 

温室効果ガスが適量だと… 温室効果ガスが増えると… 

地球の気温が適温に保たれる 地球の気温が上昇する 
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３．計画策定の位置づけ、目的 

「武雄市ゼロカーボン実行計画」は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 19 条第２項

に基づき策定する、地方公共団体実行計画（区域施策編）であり、本市域の自然的社会的条件

に応じた総合的な計画です。 

市民、事業者、行政の総合的かつ計画的な目標や取り組みを策定し、これを推進及び実施す

ることで、「2050 ゼロカーボンシティ in たけお」宣言の実現に向け、2050 年までに市内

の温室効果ガス（二酸化炭素）の排出量実質ゼロを達成することを目的とします。 

 

４．計画の期間、区域、対象、基準年度、目標年度 

（１）計画の期間 

  2021 年度から 2030 年度までの 10 年間 

（２）対象区域 

  武雄市全域 

（３）対象とする温室効果ガス 

 二酸化炭素（CO₂） 

（４）計画の基準年度及び目標年度 

国の地球温暖化対策計画に準じて、計画の基準年度を

2013 年度、中期目標年度を 2030 年度、長期目標年度

を 2050 年度とします。 

 

 

 

 

 

 

  

出典：地球温暖化防止活動推進センター 

出典：九州・山口県気候変動監視レポート 

コラム 

佐賀県の気温の変化は？ 

佐賀県は１００年あたり 1.59℃の割合で上昇

していて、日本の年平均気温の上昇割合（1.26℃

／100 年）よりも大きいんだよ!! 
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第２章 武雄市の概要 
 

１．位置・地勢 

武雄市は、佐賀県の西部にあり、平成 18 年 3月 1 日に旧武雄市・山内町・北方町の 1

市 2 町が合併し誕生しました。面積は、195.40ｋ㎡で佐賀県下第 4 位となっています。 

大部分が山地で、佐賀県内を流れる松浦川と六角川の源流を持ち、武雄盆地内の武雄川・

高橋川などの小流が六角川に注いでいます。 

市の中心部には、舟の形をしたシンボル的な山である御船山、西部には谷を挟んで向きあ

う雌岩・雄岩がそびえ立つ「21 世紀に残したい日本の自然百選」にも選ばれた黒髪山、樹

齢 3,000 年を越える 3本の大楠があり、雄大な山々と豊かな自然に囲まれています。 

黒髪山や杵島山、八幡岳などの雄大な山々に囲まれた盆地地形のため、内陸的な気候を呈

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、1,300 年の歴史を誇る温泉郷、420年以上の歴史を誇る陶芸の里、そして巨木の

里としても広く知られています。 

武雄市には、石器時代の遺跡も発見されており、米づくりを始めた弥生時代を大きな転換

期として、原始古代の昔から交通の要衝として成立・発展してきました。中世には荘園を基

盤とした平地の開拓が進み、近世末には西洋文化が取り入れられ、佐賀藩の先駆けをなしま

した。武雄市には、代々伝わる進取の気風があると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真：武雄市観光協会 HP より 

武雄の大楠 流鏑馬 
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２．土地利用状況 

  武雄市は総面積１９５.４０㎢で、山林原野が 43.8％、次いで耕地（田・畑）が 22.51％と

なっており、大部分を森林、耕地が占めています。 

  

〇 地目別面積                              （km²、％） 

区分 田 畑 山林原野 宅地 雑種地 その他 合計 

面積 27.65 16.34 85.59 12.05 5.39 48.38 195.40 

構成比 14.15 8.36 43.8 6.17 2.76 24.7 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．人口・世帯数 

  武雄市（合併前の旧武雄市、北方町、山内町）では、昭和 25 年（1950 年）に約 7.1 万

人とピークを迎え、昭和 50 年（1975 年）まで人口減少が続きました。その後、昭和 50年

代（1975 年から 1984 年）に、一時的に増加しますが、合併後も現在まで減少が続いてい

ます。 

  若年人口、生産年齢人口ともに減少している一方、老年人口は増加を続けており、少子高齢

化と人口減少が同時に進行しているといえます。他方、世帯数は年々増加を続けています。 
 

 〇 人口・世帯数の推移 

区 分 人口（人） 
うち 65 歳以上（人） 

（高齢人口割合） 
世帯数 

昭和 35 年 10 月 1 日

（国勢調査） 
65,000  

4,486  

（6.9 ％） 
13,040  

平成 17 年 10 月 1 日

（国勢調査） 
51,497  

12,359  

（24.0 ％） 
16,098  

平成 22 年 10 月 1 日

（国勢調査） 
50,699  

12,959  

（25.6 ％） 
16,674  

平成 27 年 10 月 1 日

（国勢調査） 
49,062  

14,069  

（28.8 ％） 
16,932  

令和 2 年 

（国勢調査速報値） 
47,962  － 17,585  

※ 平成 22 年 10 月 1 日、平成 27 年 10 月 1 日国勢調査の 65 歳以上の割合は、年齢不詳を除いて算出したもの。 

田

14.15％

畑

8.36％

山林原野

43.80％宅地

6.17％

雑種地

2.76％

その他

24.76％

H29.4.1 現在 武雄市統計情報 
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４．産業 

  武雄市における事業者数の割合は、第 3 次産業（電気、ガス、水道、運輸、通信、小売、

卸売、飲食、金融、保険、不動産、サービス、公務、その他産業）が約 80％を占めており、

全国平均の約 75％を上回っています。 

  また従事者数の割合では、市内に武雄工業団地、北方インター工業団地を有する背景から、

第 2 次産業（鉱業、建設業、製造業）が約 26％を占めており、全国平均の約 24％を若干上

回っています。 

 

〇 産業構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 
事業者数 従事者数 

（平成 28 年 6 月現在） 

第 1 次 23  0.9％  159  0.8％  

第 2 次 482  19.2％  5,419  26.2％  

第 3 次 2,004  79.9％  15,065  73.0％  

計 2,509  100.0％  20,643  100.０％  

御船山楽園 × チームラボ 

写真：武雄市観光協会 HP より 

楼門 

武雄焼き 武雄市図書館・歴史資料館 

資料：経済センサス（活動調査・武雄市） 
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５．廃棄物 

 さが西部クリーンセンターに搬入される武雄市の一般

廃棄物については、令和元年度まで年々増加傾向にあった

ものの、令和 2 年度においては前年比約 5.3 パーセント

の減少が見られます。 

その理由としては、コロナ禍での経済活動の停滞による

可燃ごみの減少が原因と考えられますが、一方、在宅時間

が増えたことにより、各家庭において家財等の整理を行

い、不燃ごみ・粗大ごみは増加したことが考えられます。 
 

〇 さが西部クリーンセンター搬入実績（令和元年度は災害ごみ含む）        （t） 

 

○ 市民 1 人当たりの 1 日のごみ排出量                     （ｇ） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 平 均 

可燃

ごみ 
584 598 626 670 620 619.6 

不燃

ごみ 
29 29 29 31 35 30.6 

粗大

ごみ 
41 40 46 48 58 46.6 

合計 654 667 701 749 713 696.8 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 平 均 

可燃

ごみ 
10,538.26 10,727.21 11,170.32 11,889.54 10,948.49 11,054.76 

不燃

ごみ 
516.69 520.35 518.81 555.72 620.93 546.50 

粗大

ごみ 
739.13 720.90 825.31 860.65 1,032.46 835.69 

合計 11,794.08 11,968.46 12,514.44 13,305.91 12,601.88 12,436.95 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

4 市 5 町で構成される さが西部クリーンセンター 
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６．交通 

  武雄市は、長崎自動車道武雄北方インターチェンジ、嬉野インターチェンジ（武雄市・嬉野

市の市境に位置）、西九州自動車道武雄南インターチェンジの 3 つのインターチェンジがあ

り、高速道路を利用すれば、１時間圏内で、福岡空港、九州佐賀国際空港、長崎空港に至ると

ころに位置し、西九州における交通の要衝となっています。 

また、2022 年秋には武雄温泉駅、長崎駅間で九州新幹線西九州ルートが開業することに

より、今後、武雄市の交通環境はより一層の向上が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい武雄温泉駅 
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第３章 

武雄市の二酸化炭素排出量の現況推計 
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第３章 武雄市の二酸化炭素排出量の現況推計 
 

１．部門・分野の分類 

  私たちが普段の生活や事業活動の中で消費したエネルギーや、それに伴う二酸化炭素排出

量は、以下のような様々な部門に関係しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

部門 分野 説明 備考 

 

 

 

産業部門 

製造業 
製造業における工場・事業場のエネ

ルギー消費に伴う排出 

 

 

 

社用自動車等から

の排出は、運輸部

門（貨物）で計上 

建設業・鉱業 
建設業・鉱業における工場・事業場

のエネルギー消費に伴う排出 

農林水産業 
農林水産業における工場・事業場の

エネルギー消費に伴う排出 

 

業務その他部門 

事務所・ビル、商業・サービス業施

設のほか、他のいずれの部門にも帰

属しないエネルギー消費に伴う排

出 

 

家庭部門 

家庭におけるエネルギー消費に伴

う排出 

自家用自動車から

の排出は、運輸部門

（旅客）で計上 

 

運輸部門 

自動車（貨物） 
自動車（貨物）におけるエネルギー

消費に伴う排出 

 

自動車（旅客） 
自動車（旅客）におけるエネルギー

消費に伴う排出 

 

廃棄物部門 一般廃棄物 
廃棄物の処理・処分に伴う排出  

出典：地球温暖化防止活動推進センター 

コラム 

国別の二酸化炭素排出量の第１位

は中国！！次いでアメリカ、インドと

続き、日本は世界で 5 番目に二酸化炭

素を排出しているんだね。 

世界の二酸化炭素排出量の割合は？ 



  15  

 

２．武雄市における部門・分野別の二酸化炭素排出量推計 

  平成30年度（2018年）における部門別の二酸化炭素排出構成をみると、運輸部門の割

合が最も高いのが特徴であり、次いで産業部門、その他業務部門となっています。 
 

 

 

 

  

部門・区分 
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

産業部門 78 89 80 81 70 57 

 製造業 66 74 62 56 55 43 

 建設業 
鉱業 

4 4 4 4 4 3 

 農林水産業 8 11 13 22 11 11 

業務その他部門 117 105 82 68 63 51 

家庭部門 93 82 73 66 67 42 

運輸部門 108 107 105 102 102 101 

 旅客 57 56 55 55 55 54 

 貨物 50 51 50 47 47 46 

廃棄物分野 
（一般廃棄物） 

4 4 5 7 6 5 

合   計 400 387 345 324 308 256 

2013年比  ▲3.3％ ▲13.8％ ▲19.0％ ▲23.0％ ▲36.0％ 

資料：環境省「自治体排出量カルテ（武雄市）」より抽出 

（千 t-CO₂） 

※ 小数点以下の計算により、必ずしも各部門の数値と合計値は一致しない。 
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３．部門・分野別構成比の比較（佐賀県平均及び全国平均） 

 
 

  武雄市における二酸化炭素排出量の部門・分野別構成比を佐賀県平均、全国平均と比較した

ところ、産業部門においてはいずれの平均値よりも低くなっていますが、運輸部門においては、

いずれの平均値よりも高くなっていることが分かります。 

 

４．部門・分野別の構成比 

（１）産業部門 

第一次産業（農林水産業）及び第二次産業（鉱業、建設業、製造業）の産業活動による

エネルギー消費を対象とする部門 
 

産業部門 
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

製造業 66 74 62 56 55 43 

建設業・鉱業 4 4 4 4 4 3 

農林水産業 8 11 13 22 11 11 

合計 78 89 80 81 70 57 

2013 年比  14.1％ 2.6％ 3.8％ ▲10.3％ ▲26.9％ 

産業部門における二酸化炭素排出量については、2016 年度までは 2013 年比で微増傾向

にありましたが、2017 年からは減少傾向にあります。 

 

（２）業務その他部門 

上記に挙げた部門に属さない業務部門 
 

業務その他部門においては年々減少が続き、2018 年には 2013 年比で約 56％減少して

います。業務においては、電気の使用による二酸化炭素排出量が全体に占める割合が大きく、

電気の二酸化炭素排出係数の低減が二酸化炭素排出量減少の要因です。  

業務 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

その他部門 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

合計 117 105 82 68 63 51 

2013 年比  ▲10.3％ ▲29.9％ ▲41.9％ ▲46.2％ ▲56.4％ 

資料：環境省「自治体排出量カルテ（武雄市）」より抽出 

（千 t-CO₂） 

（千 t-CO₂） 
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（３）家庭部門 

家庭におけるエネルギー消費（自動車利用に関するものを除く）を対象とする部門 
 

家庭部門においては、年々人口が自然減の状態にあるという理由から、2013 年比で約

55％減少しています。そのほか、家庭においては、電気の使用による二酸化炭素排出量が全

体に占める割合が大きく、電気の二酸化炭素排出係数の低減が二酸化炭素排出量減少の要因で

す。 

 

（４）運輸部門 

人や物の輸送に伴うエネルギー消費を対象とする部門（武雄市においては、鉄道分野と

船舶分野は除く） 
 

運輸部門 
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

自動車 

（旅客） 
57 56 55 55 55 54 

自動車 

（貨物） 
50 51 50 47 47 46 

合計 108 107 105 102 102 101 

2013 年比  ▲0.9％ ▲2.8％ ▲5.6％ ▲5.6％ ▲6.5％ 

運輸部門においては、通年で微減が続いていますが、ほぼ横ばい状態で推移しています。 

 

（５）廃棄物分野 

廃棄物の処理・処分に伴い排出される CO₂を対象とする部門。産業廃棄物の焼却につ

いては、都道府県・政令市等が対象となることとなっているため、この計画では一般廃

棄物の焼却を対象とします。 
 

廃棄物部門においては、ほぼ横ばい状態で推移しています。人口が自然減にある状況におい

て一般廃棄物の量が横ばいであるということは、各家庭から排出されるごみの量が増加してい

るものと考えられます。 

 

 

家庭部門 
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

合計 93 82 73 66 67 42 

2013 年比  ▲11.8％ ▲21.5％ ▲29.0％ ▲54.8％ ▲54.8％ 

廃棄物部門 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 

（一般廃棄物） 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

合計 4 4 5 7 6 5 

2013 年比  － 25.0％ 75.0％ 50.0％ 25.0％ 

（千 t-CO₂） 

（千 t-CO₂） 

（千 t-CO₂） 
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燃料 
燃料排出係数 

tC/Tj 
電力排出係数 
kgCO₂/kWh 

石油 

（発電用原油） 
19.14 0.66 

石炭 

（発電用輸入一般炭） 
24.42 0.80 

液化天然ガス 

（LNG） 
13.70 0.43 

廃プラスチック 

（参考値） 
 0.64～0.68 

コラム 

二酸化炭素排出係数とは？ 

資料：エコライフ.com 

二酸化炭素排出係数は、電力会社が一定の電力を作り出す際にどれだ

けの二酸化炭素を排出したかを推し測る指標です。 

「実二酸化炭素排出量÷販売電力量」で算出され、「kg-CO₂/kWh」

という単位で表します。 

 

火力発電に使われる主な化石燃料について、環境省が出している燃料別の二

酸化炭素排出係数をもとに電力に変換した際の排出係数を算出したものです。 

 石油、石炭、天然ガスのうち、得られる電力あたりの二酸化炭素の排出係数

が一番低いのが天然ガスで、石油と比べると 35％程度の二酸化炭素の排出を

抑えることができます。 



  19  

 

第４章 

武雄市の二酸化炭素の排出量削減目標 



  20  

 

第４章 武雄市の二酸化炭素の排出量削減目標 

 

１．二酸化炭素排出量の将来推計（現状すう勢排出量の推計） 

   現状すう勢排出量とは、今後追加的な地球温暖化対策を見込まないまま推移した場合の将

来の排出量であり、活動量の増減のみに比例すると仮定します。 

   以下の表は、環境省「自治体排出量カルテ（武雄市）」から抽出した現状すう勢排出量です。

将来的な活動量（人口）の減少によって、二酸化炭素排出量は、自然減となる推計です。 

 

 

２．二酸化炭素排出量の削減目標 

 武雄市の二酸化炭素の排出量削減目標は、国の施策に合わせ、2030 年度までに 2013年

度比で 46％減を目標に様々な対策に取り組みます。 

 また、国は 2050 年までに二酸化炭素の排出量の実施ゼロを目指すこととしており、武雄

市もまた国の施策に合わせた取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部門・区分 2018年 活動量 

（人口） 

2025年 推計活動量 

（人口） 

2030年 推計活動量 

（人口） 
平成30年度 令和7年度 令和12年度 

産業部門 57  

 

 

 

 

 

 

49,119 

53  

 

 

 

 

 

 

45,320 

51  

 

 

 

 

 

 

43,363 

 製造業 43 40 38 

 建設業 
鉱業 

3 3 3 

 農林水産業 11 10 10 

業務その他部門 51 47 45 

家庭部門 42 39 37 

運輸部門 101 92 88 

 旅客 54 50 48 

 貨物 46 42 40 

廃棄物分野 
(一般廃棄物) 5 5 4 

合計 256 236 225 

2013年比 ▲36.0％  ▲41.0％  ▲43.7％  

0

100000

200000

300000

400000

500000

2013年度 2030年度

二酸化炭素排出量すう勢推計

目標

215,836399,696 225,118 

43.7％減 46％減 

（千 t-CO₂） 

資料：環境省「自治体排出量カルテ（武雄市）」より抽出 

（t-CO₂） 
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（１）二酸化炭素排出量削減目標 

 現状におけるすう勢推計においては、2030 年度までに 43.7％と、目標値である 46％

にかなり近づくとされています。しかしながら、世界的に見れば日本のエネルギー消費量

は依然として高いのが現状です。 

豊かな自然、森林を有する武雄市においては、将来的に別の地域で排出された二酸化炭

素を、植林・森林保護活動等により、直接的・間接的に吸収しようとするカーボンオフセ

ット活動の推進を検討することも可能です。 

人口の自然減による二酸化炭素排出量の削減は見込まれていますが、私たちの日々の生

活から排出される二酸化炭素の削減、事業活動から排出される二酸化炭素の削減に引き続

き努める必要があります。 

 

（２）武雄市における二酸化炭素森林吸収量 

 武雄市における森林面積は約１０１.４１km²であり、福岡ドーム約１,４５０個分に相当

します。その多くを占めるのはスギ、ヒノキなどの針葉樹です。 

 武雄市が有する豊かな森林が吸収する二酸化炭素量は、年間約９千２百万トンにおよび、

貴重な二酸化炭素吸収源となっています。しかし、５０年以上経過した木が人工林全体の

約６３％であり、樹齢が長くなるほど二酸化炭素の吸収率が低下することから、今後、樹

齢が長い木を伐採し、新たな木を植林することで、二酸化炭素の吸収率を増加させる必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

カーボンオフセットとは？ 
コラム 

カーボンオフセットとは、市民、企業、NPO／NGO、自治体、政府等

の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出を認識し、主体的にこれを

削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の

場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等（クレジット）を購入

すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を

実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせるという

考え方です。 
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第５章 

対策・施策 
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第５章 対策・施策 
 

１．武雄市の将来像 

  地球温暖化問題は人類の生存基盤に関わる問題であ

り、市民・事業者・行政など、すべての主体が目標を共

有し、温室効果ガスの排出を自分ごととして捉え、ひと

りひとりが地球温暖化防止への取り組みを進めます。 

「豊かな自然と古き良き伝統を守り、災害に強いまち

づくり」、「子どもから大人まで環境に優しいライフス

タイルが浸透しているまち」、そして、ゼロカーボンシ

ティの実現を目指します。 

 

２．ゼロカーボン実現に向けた施策の体系 

（１）緩和策と適応策 

   地球温暖化に対する取り組みとして、温室効果ガス（当市においては、二酸化炭素を対

象）の排出を抑制する「緩和策」と、現在および将来予測される影響に対する「適応策」が

あります。 

「緩和策」とは、省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入による地球温暖化の原

因となる温室効果ガスの排出量を削減、森林等の吸収源の増加などによって、地球温暖化

の原因となる温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化を防止するための取組をいいます。 

一方で「適応策」とは、既に現れている、あるいは、中長期的に避けられない地球温暖

化の影響に対して、自然や人間社会のあり方を調整し、被害を最小限に食い止めるための

取組をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：環境省 
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（２）武雄市における緩和策と適応策 

武雄市においても、ゼロカーボンに向けた取組として、「緩和策」及び「適応策」を進め

ていきます。 

「緩和策」では、① 循環型社会の推進、② 省エネルギー行動の推進、③ 緑があふれる

まちづくり、④ 再生可能エネルギーの推進、⑤ 環境学習の推進の 5 つの方向性により、

二酸化炭素の排出量の抑制に向けた取組を行っていきます。 

「適応策」では、気温上昇や集中豪雨の増加など、既に現れている気候変動の影響や中

長期的に避けられない影響に対して、その被害や影響を回避・軽減させるための対策が必

要となります。市民の安全な生活、健康的な暮らし、事業者の安定的な事業活動の継続を

目的として、① 災害対策、② 健康対策、③ 農林業対策の分野を対象とした取り組みを進

めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 施策の体系 

  

基本方針 施策の区分 施策の概要 

「緩和策」 

の推進 

① 循環型社会の推進 
●ごみの減量化の推進 

●再資源化の推進 

② 省エネルギー行動の推進 
●省エネルギー行動の推進 

●省エネルギー機器の導入促進 

③ 緑があふれるまちづくり 

●森林の保全・整備の推進 

●都市緑化の推進 

●森林資源の循環利用促進 

④ 再生可能エネルギーの推進 ●再生可能エネルギー導入の推進 

⑤ 環境学習の推進 ●小・中学校における環境学習の推進 

「適応策」 

の推進 

① 災害対策 
●防災体制の強化 

●防災行動の強化 

② 健康対策 
●熱中症の予防 

●感染症の予防 

③ 農林業対策 ●気候変動に適応した農業の推進 

省エネに配慮したつくりの武雄市役所新庁舎 
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３．市役所が率先して行う緩和策 

（１）循環型社会の推進 

   ・ごみの減量化に努めます。 

    各種申請の電子化や食品ロス削減に努め、ごみの減量化を推進します。 

   ・再利用、再資源化の推進に努めます。 

    発生抑制（Reduce リデュース）、再利用（Reuse リユース）、再資源化（Recycle 

リサイクル）の 3R を推進し、市民が参加しやすい事業の調査・研究を行います。 

 

（２）省エネルギー行動の推進 

   ・省エネルギーの率先行動を行います。 

武雄市地球温暖化防止計画（事務事業編）に基づいて、事務事業に伴い発生する二酸

化炭素の削減に努めます。また、公用車の電気自動車の導入や街灯などの照明の LED 化

など省エネ性能の高い機器の導入に努め、公共施設での省エネルギー化を推進します。 

 

（３）緑があふれるまちづくり 

   ・まちの緑化を推進します。 

    公共施設、市管理の公園の緑化の推進、各家庭や事業者へのグリーンカーテンの促進

に努めます。 

   ・森林資源の循環利用促進に努めます。 

    森林資源の循環利用を促し、二酸化炭素吸収源となる新しい木の植林や間伐など健全

な森林保全の促進に努めます。 

 

（４）再生可能エネルギー等の推進 

   ・公共施設への再生可能エネルギーの導入に努めます。 

    公共施設への再生可能エネルギー発電システムの設置に努めます。また公共施設で使

用する電力の購入について、化石燃料由来の割合を抑え、再生可能エネルギー由来の割

合を増やすよう検討します。 

   ・市民や事業者への再生可能エネルギーの導入を促進します。 

    再生可能エネルギーの種類や活用方法、導入事例の紹介等、導入につながる情報発信

を行います。 

 

（５）環境教育・学習の推進 

   ・市民や事業者へ省エネルギー行動の促進に努めます。 

市報や「たけおポータル」、プッシュ型の出前講座や学校での授業など、省エネルギー

行動及びゼロカーボンシティに係る普及啓発に取組みます。また、国や佐賀県が実施す

る温暖化対策等の情報を周知します。 
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４．市民・事業者が行う具体的緩和策 

（１）循環型社会の推進 

   廃棄物処理や製品の製造に伴う温室効果ガスを抑制するために、発生抑制（Reduce リ

デュース）、再使用（Reuse リユース）、再資源化（Recycle リサイクル）という３R を

推進し、循環型社会の構築に取り組んでいきます。 
 

ア ごみの減量化の推進 

【市民が行うこと】 

  ・食料を無駄なく使い、食品ロスの削減に努めます。 

  ・マイ箸マイバックの使用や、過剰包装された商品を極力使わないようにし、家庭から

排出されるごみの削減に努めます。 

・生ごみは、捨てる前に水切りを徹底し、家庭ごみの減量化に努めます。 

【事業者が行うこと】 

  ・事業所から出るごみの減量化に努めます（徹底した３R を推進）。 

・消費者が必要な分だけ購入することができるよう、量り売りを推進します（食品ロス

の削減）。 

・包装材を見直します（過剰包装を削減）。 

・事業所内でのマイ箸マイボトル運動など、従業員の環境意識の啓発と、ごみの削減を

推進します。 

イ 再資源化の推進 

【市民が行うこと】 

   ・「分ければ資源、混ぜればごみ」を合言葉に、家庭ごみを正しく分別

することで、資源物（かん、びん、ペットボトル、資源紙）をリサイ

クルできるように努めます。 

・エシカル消費（※）を促進します。 

※ 倫理的消費。「人と社会、地球環境、地域のことを考慮してつくられたモノ」を購

入・消費すること。(例) 環境に配慮した製品の購入（エコマーク付き製品、オーガ

ニック製品）、省エネ・低炭素製品、国産材使用、フェアトレード製品、地元商店で

の買い物、応援消費、伝統工芸品など。 

【事業者が行うこと】 

   ・各種リサイクル法（「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）、

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル

法）」、「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」、「使用済み自動車の再資源

化等に関する法律（自動車リサイクル法）」、「食品循環資源の再生利用等の促進に関す

る法律（食品リサイクル法）」、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（建設リ

サイクル法）、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサ

イクル法）」）に基づくリサイクルに取り組みます。 
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（２）省エネルギー行動の推進 

地球温暖化の原因の一つは、私たちの日常生活や事業活動に伴う温室効果ガスの排出で

あり、特に化石燃料の使用に伴う二酸化炭素排出量が大きな要因とされています。 

そこで、省エネルギー行動の実践や省エネルギー機器の導入を進め、温室効果ガスの排

出削減に取り組んでいきます。 
 

ア 省エネルギー行動の推進 

【市民が行うこと】 

 ・近距離は、徒歩や自転車で移動します。 

・普段の生活の中で省エネルギー行動を実践します。 

・自動車運転時はエコドライブに努めます。 

・できる限り公共交通機関を利用します。 

・武雄市産、佐賀県産の食品を購入し、更なる地産地消を推進します。 

【事業者が行うこと】 

・近距離は、徒歩や自転車での移動に努めます。 

・自動車運転時はエコドライブに努め、従業員への周知・指導を推進します。 

・事業所内におけるクールビズ、ウォームビズを推進します。 

・通勤方法を見直し、可能な限り在宅ワーク・リモートワークを推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

イ 省エネルギー機器の導入促進 

【市民が行うこと】 

 ・自動車購入時は、電気自動車などの次世代型自動車への変更を検討します。 

・住宅購入時や改修の際には、省エネ住宅や省エネ機器の導入を検討します。 

・「COOL CHOICE（※）」（クールチョイス）を推進します。 

※ 温室効果ガスの削減推進のため、脱炭素社会づくりに貢献す

る「製品への買替え」、「サービスの利用」、「ライフスタイル

の選択」など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」

をしていこうという取組み） 

【事業者が行うこと】 

・省エネに関する設備投資（施設照明の LED 化（センサー照明）、省エ

ネ機器、高効率機器・設備の導入）を推進します。 

・社用車のハイブリッド車や電気自動車への移行を検討します。 

・事業所内で環境マネジメントシステムを導入し、省エネ診断等を活

用した地球温暖化対策を推進します。  

出典：環境省 
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（３）緑があふれるまちづくり 

  森林や都市の緑は、二酸化炭素を吸収する機能を有しています。この機能を適切に発揮

させるための取組は、温室効果ガスの排出を抑制する取組としてとても重要です。 

  そこで、森林の循環的な利用を促すとともに、二酸化炭素の吸収源となる森林の保全・

整備や都市の緑化を進めます。 
 

ア 森林の保全・整備の推進 

【市民が行うこと】 

・木材の地産地消を積極的に行い、二酸化炭素の吸収率が高い新しい木を増やす植林活

動に参加します。 

・森林の所有者は、枝打ちや間伐等を行うなど、山林の適切な管理に努めます。 

【事業者が行うこと】 

   ・森林保全活動に対して、参加・協力に努めます。 

   ・建築物への地域産の木材の利用に努めます。 

イ 都市緑化の推進 

【市民が行うこと】 

・市街地においては、家庭でのグリーンカーテンや家庭菜園、観葉植物等生活空間の緑

化に努めます。 

・地域の植樹活動や、草花を植えるボランティア活動に参加します。 

【事業者が行うこと】 

・グリーンカーテン等を行い、事業所の敷地や建物の緑化に努めます。 

 

（４）再生可能エネルギー等の推進 

    温室効果ガスの排出を抑制するためには、化石燃料（重油、灯油、ガソリン、軽油）の使

用をできる限り減らし、再生可能なエネルギーを利用することが重要です。 

   そこで、再生可能エネルギーの導入や、電化を進めていきます。 
 

【市民が行うこと】 

   ・住宅用太陽光発電システムや太陽熱温水器の設置、ほか地中熱利用設備など再生可能

エネルギーの導入など化石燃料から再生可能エネルギーへの転換や、電化を検討しま

す。 

【事業者が行うこと】 

   ・電力の再生可能エネルギーへの転換や、備品等の電化を検討します。 

・未利用の所有地などに、太陽光発電や太陽熱利用システムなど再

生可能エネルギー施設の設置を検討します 

 

（５）環境教育・学習の推進 

【市民・事業者が行うこと】 

・環境問題への関心を持つきっかけとして、地球温暖化防止に関する講習会や出前講座

への参加や開催に努め、省エネルギー行動の実践に役立てます。 
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〇 エコドライブ１０のすすめ 

 

 

 

 

 

  

出典：地球温暖化防止活動推進センター 

あかりの種類での違いは？ 
コラム 

出典：エコドライブ普及連絡会 
（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省） 
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５．市役所、市民、事業者が行う地球温暖化への適応策 

（１）災害対策 

   気候変動に伴う台風の大型化や短時間強雨の頻度増加などにより、浸水被害等の発生頻

度増加と被害の拡大が問題となっています。また、海面水位の上昇により、浸水域の拡大

や砂浜の消失などが懸念されています。 

   防災機能の強化や防災体制の充実、災害対応力の向上を図り、気候変動による災害に備

えます。 

 

ア 防災体制の強化 

【市役所が行うこと】 

   ・戸別受信機を市内各戸に設置し、防災に関する情報発信に取組 

みます。 

   ・地域防災団体と協働し、適切な防災対応に努めます。 

   ・公用車の電気自動車（プラグインハイブリッド車）化を推進し、災害時に非常用電源

として使用できるよう努めます。 

   ・プッシュ型の出前講座等を開催し、住民の防災意識の向上に努めます。 

イ 防災行動の強化 

【市民・事業者が行うこと】 

   ・自宅の非常用備蓄等の確認を行い、災害に備えます。 

   ・市の防災マップ等で、避難個所の確認を行います。 

   ・市や地域主催の避難訓練に参加します。 

   ・市の講習会や出前講座などに参加し、防災意識の向上に努めます。 

   ・事業者の災害時マニュアルの作成や避難訓練の実施など、災害時の対応力向上に努め

ます。 

 

（２）健康対策 

   気候変動に伴う気温の上昇や真夏日・猛暑日・熱帯夜の増加により、熱中症による救急

搬送者が増加しています。 

また、気温の上昇に伴う蚊などの感染症媒体動物の生育域の変化により、マラリアやデ

ング熱等の感染症発生リスクの増加が懸念されています。 

   そこで、熱中症による健康被害の予防や感染症対策に取り組んでいきます。 

 

ア 熱中症の予防 

【市役所が行うこと】 

   ・熱中症予防の周知、啓発を行い、状況・時間帯に応じて公共施設等を

利用するクールシェアに取り組みます。 

 【市民・事業者が行うこと】 

   ・外出時や作業時は、帽子や日傘等で直射日光を浴びるのを避け、こまめな水分・塩分
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補給を行い、熱中症を予防します。 

 イ 感染症の予防 

【市役所が行うこと】 

   ・感染症の媒介となる害虫の発生、デング熱などの感染症リスクに関する情報発信を行

い、感染症の発生抑制に努めます。 

 【市民・事業者が行うこと】 

   ・敷地内の水たまりや水がめ等、蚊の幼虫の発生源対策や防除に努めます。 

・日頃からうがい手洗いを励行し、感染症等の予防に努めます。 

 

（３）農林業対策 

   気温や水温の上昇、降水の不順などの気候変動により、農作物の品質低下や生育障害、

畜産の繁殖率の低下、南方系の種の増加や分布域の拡大に伴う在来種への影響などが懸念

されています。 

そこで、気候変動に適応した農業の推進、森林資源の保全等の対策に取り組みます。 

 ア 気候変動に適応した農業の推進 

【市役所が行うこと】 

   ・国や県、各団体と協働し、温暖化に適した農作物への転換を検討します。 

・武雄市産の食をアピールし、地産地消の推奨に努めます。 

【市民・事業者が行うこと】 

   ・気候変動に対応した品種の導入を検討します。 

   ・農林残渣の肥料化等、焼却以外の処分方法を検討します。 

   ・害虫対策や従事者の負担軽減のため、法面の芝生化など雑草対策を検討します。 

   ・武雄市産の食物の地産地消に協力します。 

 

 

 

 

出典：気候変動適応情報プラットホーム 
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第６章 ゼロカーボン実行計画の推進体制と進ちょく管理 
 

１．推進体制 

   市役所では、平成３０年度（２０１８年）から運用している武雄市地球温暖化防止計画

（事務事業編）に基づき、市の事務事業に伴い発生する二酸化炭素の排出量削減の取り組

みを進めています。 

   また、この実行計画（区域施策編）を総合的にかつ効果的に推進し、武雄市全体でゼロカ

ーボンシティを実現するためには、市民・事業者・行政などすべての主体が協力、協働して

取り組みを進める必要があります。こうした市民や団体の意見等を取りまとめる機能を持

つ体制を庁内に整備し計画を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．進ちょく管理 

（１）二酸化炭素排出量削減目標の達成状況の評価 

   毎年度、武雄市の二酸化炭素排出状況を把握し、削減目標の達成状況と取組状況の評価

を行います。必要に応じて対策、施策の見直しや追加等を行うことで、継続的な改善を図

っていきます。結果についてはホームページ等で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の見直し 

   本計画は、概ね 5 年を目途に中間見直しを行うことを予定としていますが、それ以外に

も温室効果ガス（二酸化炭素）排出状況、地球温暖化対策の実施状況や削減目標の達成状

況及び社会動向の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しの必要性を検討します。 

Plan（計画） 

Do（実践） 

Check（評価） 

Action（見直し） 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

 
地方公共団体実行計画（事務事業編） 

（地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条） 
 

市役所の事務事業に伴う温室効果ガスの

排出量の抑制等を推進するための計画。す

べての地方公共団体に策定する義務があ

る。武雄市は平成３０年度策定。 

 

地方公共団体実行計画(区域施策編) 

（地球温暖化対策の推進に関する法律第１９条） 
 

その区域の自然的、社会的条件に応じて、

温室効果ガスの排出抑制等を推進するための

総合的な計画。 

武雄市は策定の努力義務がある。今回計画を

策定。 


